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答申第１０３号

（諮問第１２３号）

答 申

第１ 審査会の結論

審査請求人が平成２８年１０月２５日付けで大分県知事（以下「実施機関」と

いう。）に対して行った公文書公開請求につき、実施機関が平成２８年１２月８

日付けで行った公文書一部公開決定処分のうち、「１．食品営業許可に係る文書

一切」についての一部公開決定については、実施機関は、平成○○年○○月○日

に○○○○○○○○○○○○○に対して行った立入りについての食品衛生監視記

録票を新たに特定し、更に該当するものがあれば、これを特定し、改めて公開、

非公開の決定を行うべきである。

第２ 審査請求に至る経緯

１ 公文書の公開請求

審査請求人は、大分県情報公開条例（平成１２年大分県条例第４７号。以下「条

例」という。）第６条第１項の規定により、平成２８年１０月２５日付けで、実

施機関に対して、次の内容の公文書公開請求（以下「本件公開請求」という。）

を行った。

「○○○○○（旧会社名○○○○○○○○、○○市○○○○○）に関する○○保

健所及び本庁の公文書

１．食品営業許可に係る文書一切

２．工場排水に係る文書一切

平成○○年○月より現在までのもの」

２ 実施機関の決定

実施機関は、本件公開請求の内容の「１．食品営業許可に係る文書一切」につ

いて、下記（１）から（６）までの公文書を特定し、（１）、（２）及び（５）の

公文書については条例第７条第１号及び第２号イに、（３）及び（４）の公文書

については同条第２号イに、（６）の公文書については同条第１号に該当すると

して一部公開決定（以下「本件一部公開決定」という。）を行い、平成２８年１

２月８日付けで審査請求人に通知した。

なお、（１）から（４）までの公文書について条例第７条第２号イに該当する

とした理由は、「工場内配置図」及び「工場内配置図主な変更」については「法

人の内部情報であり、公開することにより、当該法人の正当な利益を害するおそ

れがあるため」というものであった。
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（１）食品衛生法に基づく営業許可申請書（新規） 平成○○年○○月○○日

付け

（２）食品衛生法に基づく営業許可申請書（新規） 平成○○年○月○○日付

け

（３）食品衛生法施行規則に基づく営業許可事項変更届 平成○○年○月○○

日付け

（４）食品衛生法施行令に基づく営業許可事項変更届 平成○○年○月○日付

け

（５）食品衛生法施行令に基づく営業許可事項変更届 平成○○年○○月○○

日付け

（６）食品衛生法施行規則に基づく営業許可事項変更届 平成○○年○月○日

付け

３ 審査請求

審査請求人は、本件一部公開決定について、行政不服審査法（平成２６年法律

第６８号）第６条の規定により、平成２９年１月６日付けで、実施機関に対して

審査請求（以下「本件審査請求」という。）を行った。

第３ 審査請求人の主張の要旨

１ 審査請求の趣旨

審査請求書に係る処分を取り消し、対象公文書の一部を開示するよう求める。

２ 審査請求の理由

審査請求人の主張は、おおむね次のとおりである。

（１）第２の２の（１）及び（２）の公文書

施設平面図は、別添とされているので、提出されているはずだが、公開さ

れていない。工場の形状は、「当該法人の正当な利益を害するおそれ」はな

いと考えられる。工場の形状を残した施設平面図の公開を求める。

（２）第２の２の（３）の公文書

変更内容として、海上施設が追加されたと記されているが、変更届の用紙

の他は、公開されていない。海上施設の形状が、「当該法人の正当な利益を

害するおそれ」はないと考えられる。非公開にされている、海上施設の形状

を残した公文書の公開を求める。

（３）第２の２の（４）の公文書

営業設備は、変更されており、変更前、変更後については「別紙のとおり」

と記載されている。変更後の施設図は、大きく黒塗りで公開されている。し

かし、変更前の施設図は公開されていない。変更前、変更後の工場の形状を

残した施設図の公開を求める。

（４）第２の２の（１）及び（３）の公文書
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第２の２の（１）の公文書は、新規営業許可申請書であり、平成○○年○

○月○○日に食品衛生監視員が調査した。海上に設置される工場施設は、○

○月○○日に当地に曳航されてきたので、○○月○○日の営業許可に当たり、

○○保健所は、海上工場施設を調査しなかったと理解している。

第２の２の（３）の公文書は、営業設備の大要の変更届（海上施設の追加）

であり、平成○○年○月○○日に申請されている。同年○月○日にも同じ申

請がされており、正式な受理は、○月○日かもしれない。

海上施設は、平成○○年○月の操業開始から使われており、１年以上経っ

た後、海上施設が追加申請されたのか理解できない。

大分県知事が平成２８年１２月８日、○○第○○○○号により審査請求人

に対してなした公文書一部公開決定通知書（事務担当 福祉保健部○○保健

所）によると、次のように、○○保健所は、海上施設の存在を認識していた。

・「番号２ 水質汚濁防止法に基づく特定施設等の構造変更届け出につい

て 平成○○年○○月○○日付」には、海上施設に設置されていた特定

施設Ｎｏ．１が記されている。配置は、「別紙図のとおり」とされてい

る。

・また、「番号７ 対応の記録 平成○○年○月○○日付」には、「加工

筏から事業所への接続部 上部ベルトコンベアで■■処理したブリを

（株）の赤管で魚血廃液を加工所へ送る」とかかれた写真がある。

・大分県知事が平成２８年１２月８日、○○第○○○○号により審査請求

人に対してなした公文書一部公開決定通知書の「番号１０ ○○市と○

○○○○○○○○○○○○について相談」には、平成○○年○月○日の

食品衛生課 主査からの電話記録がある。

「現在の施設（洋上加工）では○○○○○○○○○○○○○○○は

できないことがわかった。□に確認した。」

上記のごとく、平成○○年○○月○○日、平成○○年○月○○日及び平成

○○年○月○日には、認識されていた海上施設について、平成○○年○月○

○日又は○月○日まで、追加申請されなかった理由はなぜか。○月○○日と

○月○日の申請の違いは何か。公開されていない公文書が存在するのではな

いかと疑問である。

（５）上記（１）から（３）の例では、「公文書の一部を公開しない理由」によ

り、ページ丸ごと非公開とされ、存在も不明である。「公文書の一部を公開

しない理由」に当たる部分についてのみ黒塗りにし、そのページは公開すべ

きであると考える。この視点で公文書公開を見直してほしい。

第４ 実施機関の弁明の要旨

本件審査請求に対する実施機関の弁明は、おおむね次のとおりである。

１ 本件公開請求対象公文書の意義、性格について

本件公開請求における公文書公開請求書の「公開請求しようとする公文書の件
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名又は内容」には、「１．食品営業許可に係る文書一切」と書かれており、実施

機関は、これを営業許可の手続に係る文書と判断し、申請関係書類について公開

することとした。

食品営業許可に係る文書には、食品衛生法に基づく営業許可申請書及び食品衛

生法施行規則等に基づく変更届があるが、これらの記載事項及び添付書類のうち、

食品衛生責任者の氏名、生年月日や個人の電話番号は、条例第７条第１号に該当

し、施設の平面図及び現法人の印影は、条例第７条第２号イに該当するため非公

開としたものである。

なお、施設の平面図については、公にすることにより工程等が判明するため、

当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることか

ら、条例第７条第２号イに該当し、図面全体を黒塗りしたものであるため交付す

る意義がないと考えて公文書から除いたものである。

また、営業施設の構造設備の変更に伴うその他の公文書は取得していない。

２ 本件公開請求対象公文書の非公開情報該当性等の判断について

（１）条例第７条第２号イ該当性について

本件審査請求を受け、再度検討した結果、施設平面図のうち建物の外形部

分については、建築計画概要書でもおおむね確認ができるものであり、この

部分を公にしても法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそ

れがあるとは認められないと判断したため、本件一部公開決定について、第

２の２の（１）から（４）までの公文書に係る部分を変更し、平成２９年３

月２９日付けで審査請求人に通知した。

○○○○○○○○○の営業許可申請の経緯は以下のとおりであり、海上施

設に係る申請は、平成○○年○月○○日に初めて提出されたものであり、そ

れ以前に海上施設に係る営業許可申請書は提出されていない。

○○保健所は、平成○○年○○月○○日の営業許可に当たり、○○月○○

日に現地調査に行ったが、申請書に海上施設の記載はなく、また現地に当該

海上施設が存在していなかったため、海上施設がない状態で許可を出した。

海上施設の設置については、平成○○年○○月○○日に届出がなされた水

質汚濁防止法の届出書により設置予定であることは把握していたが、主に活

きしめを行う場所と説明を受けており、漁師が魚を捕獲後、船上で鮮度を保

つために活きしめを行うと同等の行為とみなし食品営業許可対象外と認識し

ていた。

その後、平成○○年○月○○日に○○○○○○○○○から相談があり、立

入調査を行い、特殊な処理を含む海上施設の作業内容を把握し、詳細を確認

するため図面及び関係書類の提出を指導したが提出がなかった。

平成○○年○○月○日には、再度、相談があり立入検査を実施したが、海

上施設は活きしめを行っているのみであったため、当該海上施設を許可対象

外施設と判断した。ただし、許可申請時の平面図では、作業工程の全体像を
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把握するためには不十分と思料されたことから、以後の立入検査等に資する

ため、海上施設を含めた施設図面を添えて構造設備の変更届を提出するよう

指導し、平成○○年○月○○日に営業設備の大要の変更届（海上施設の追加）

が提出された。

なお、同年○月○日の変更届の申請は、平成○○年○月○○日に申請され

た「○○○○○○○○○業」の検査の際に、許可施設内の構造設備の変更が

あったため変更届を提出させたものである。

（２）事実の経過

○○.○○.○○ ○○○○○○○○○の食品営業許可（○○○○○業）を

決裁

○○.○○.○○ ○○○○○○○○○から相談があり、立入検査を実施。

海上施設の図面及び関係書類の提出を指示

○○.○○.○○ ○○○○○○○○○から再度相談があり立入検査を実

施。当該海上施設を許可対象外施設と判断。営業設備の大要の変更届け（海

上施設の追加）を指導

○○.○○.○○ ○○○○○○○○○から営業設備の大要の変更届（海上

施設の追加）が提出

○○.○○.○○ ○○○○○○○○○の食品営業許可（○○○○○○○○

○業）を決裁

○○.○○.○○ ○○○○○○○○○から営業設備の大要の変更届（許可

施設内の構造設備の変更）が提出

○○.○○.○○ ○○○○○から営業者氏名、営業所屋号、代表取締役の

変更届が提出

○○.○○.○○ ○○○○○から食品衛生責任者の変更届が提出

第５ 審査請求人の反論及び意見の要旨

実施機関の弁明に対する審査請求人の反論は、おおむね次のとおりである。

私は、「食品営業許可に係る文書一切」と公文書公開の請求をしたが、実

施機関は、上記第４の１のとおり、「申請関係書類について公開することと

した」と範囲を狭めて解釈していることを記している。

上記第４の２には、営業許可申請の経緯が述べられている。この経緯も、

「食品営業許可に係る文書一切」に当たる。「食品営業許可に係る文書一切」

の公開を請求する。

第６ 審査会の判断

審査会は、審査請求人及び実施機関双方の主張を踏まえ、本件対象公文書に係

る一部公開決定の妥当性について審議した結果、次のとおり判断した。

１ 本件対象公文書について
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本件公開請求の内容の「１．食品営業許可に係る文書一切」について実施機関

が特定した公文書は、第２の２の（１）から（６）までの公文書である。

審査請求人は、第２の２の（１）から（４）までの公文書について、工場及び

海上施設の形状を残した施設平面図ないし施設図の公開を求めるとともに、実施

機関が公開した食品営業許可申請書類のほかに食品営業許可に係る文書があるの

ではないかと主張している。

ところで、実施機関は、本件審査請求を受け、第２の２の（１）から（４）ま

での公文書について、施設平面図のうち建物の外形部分を公にしても、法人の権

利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれはないと判断し、本件一部公

開決定を変更し、平成２９年３月２９日付けで審査請求人に通知している。

この変更決定により、審査請求人の工場及び海上施設の形状を残した施設平面

図ないし施設図の公開を求める請求については、請求の利益は消滅していること

から、当審査会としては、審査請求人が公開を求めている「食品営業許可に係る

文書一切」に係る実施機関の公文書の特定の妥当性について判断することとする。

２ 「食品営業許可に係る文書一切」の特定の妥当性について

（１）本件公開請求において、審査請求人は、「食品営業許可に係る文書一切」

について公開を求めているが、実施機関は、これを「食品営業許可の手続に

係る文書」と判断し、食品営業許可申請関係書類について一部公開決定を行

っている。この実施機関の判断に対し、審査請求人は、営業許可申請の経緯

も「食品営業許可に係る文書一切」に当たり、実施機関は、範囲を狭めて解

釈していると反論している。

よって、本件審査請求においては、審査請求人が公開を求めている「食品

営業許可に係る文書一切」をどのように解釈するかが問題であると認められ

る。

この問題を検討するに当たり、当審査会は、請求者の請求意思を合理的に

解釈する必要があると考えるが、そのためには、「食品営業許可」という文

言をどうとらえるべきかについて、関係法令の規定を確認する必要がある。

また、公文書公開請求書の「公開請求の理由又は利用目的」の欄に「工場操

業の実態を確認するため」と明記されていることから、本件公開請求におい

ては、この理由も斟酌する必要があると考える。

そこで、当審査会は、以下のとおり検討を行った。

（２）食品営業の許可については、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第

５２条第１項で、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業を営

もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないと、また、同

条第２項で、都道府県知事は、その営業の施設が公衆衛生の見地から必要な

基準に合うと認めるときは、許可をしなければならないと、その手続につい

て規定されている。また、食品衛生法施行規則（昭和２３年厚生省令第２３

号）第７１条で、許可営業者は、営業許可の申請書に記載した申請者の名称、
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主たる事務所の所在地、代表者の氏名、営業設備の大要等に変更があったと

きは、速やかに営業所所在地を管轄する都道府県知事等に届け出なければな

らない旨が規定されている。

よって、実施機関は、これらの営業許可の申請書や届出書が食品営業の許

可に係る文書であると考えたものと思われる。

しかしながら、食品衛生法は、第５６条で、営業者が、営業の施設につき

公衆衛生の見地から必要な基準として都道府県が定めたものに違反した場合

においては、都道府県知事は、その施設の整備改善を命じ、又は許可を取り

消し、若しくはその営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定め

て停止することができる旨を規定している。

すなわち、食品営業許可とは、飲食店営業を営む者の都道府県知事に対す

る申請及び届出並びに申請に対する都道府県知事の処分といった手続だけで

なく、飲食店営業を営む者に、その営業の施設について公衆衛生の見地から

必要な基準を満たすよう維持させることを通じて、飲食に起因する衛生上の

危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図るための制度であると考

えられる。

（３）食品営業許可について以上のように考え、さらに、本件公開請求の理由が

「工場操業の実態を確認するため」であることを踏まえると、本件審査請求

については、本件公開請求の内容の「１．食品営業許可に係る文書一切」と

は、食品営業許可の手続に係る文書だけでなく、許可をした後に、その施設

について公衆衛生の見地から必要な基準を満たすよう維持させるために実施

機関が行った指導等に関して記録した文書も広く含むものと解釈するのが相

当である。

（４）現に、実施機関は、平成○○年○月○○日及び同年○○月○日に、○○○

○○○○○○の施設に立ち入り、特殊な処理を含む海上施設の作業内容の把

握等を行ない、その詳細を確認するため、関係書類の提出の指導等を行った

旨を弁明書に記載している。前記（３）の解釈によると、仮に、これらの立

入りの際に、公衆衛生の見地から必要な基準を満たすように施設を維持させ

るために実施機関が行った指導等について、その指導内容等を記載した文書

が存在した場合、当該文書は、本件公開請求の対象となる公文書に当たると

考えられる。

そこで、当審査会は、実施機関が実施した立入りに関し、その際に実施機

関が行った指導内容等を記載した文書の有無を調査したところ、平成○○年

○○月○日に○○○○○○○○○○○○○に対して行った立入りについての

食品衛生監視記録票の存在を確認した。また、当審査会が当該記録票を見分

したところ、食品営業許可に関する衛生監視指導の概要等の記載が含まれて

いることが判明した。

（５）食品営業許可制度及び本件公開請求の理由からすると、本件公開請求にお

いては、当該監視記録票は、審査請求人が公開を求めている「食品営業許可
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に係る文書一切」に含まれるものと考えるのが妥当であり、実施機関は、既

に一部公開している公文書に追加して当該監視記録票を公開請求の対象公文

書として特定し、調査の上、更に本件公開請求対象公文書に該当するものが

あれば、これを特定し、改めて公開、非公開等の決定をすべきである。

３ 結論

よって、「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。

なお、本件公開請求において、請求者の請求意思を合理的に解釈するために、

実施機関が、請求者に請求対象の内容の詳細について確認した上で対象となる公

文書の範囲を判断していれば、対象公文書の特定の妥当性についての争いは避け

られたのではないかと、当審査会は考える。公開請求の対象となる公文書につい

ては、漏れがないよう確実に特定した上で公開決定等を行う必要があることから、

実施機関における今後の公開決定等に係る事務処理において、適切な対応が望ま

れる。

第７ 審査会の処理経過

審査会の処理経過は、次のとおりである。

年 月 日 処 理 内 容

平成２９年 ３月２９日 諮 問

平成２９年 ４月２６日 事案審議（平成２９年度第１回審査会）

平成２９年 ６月２８日 事案審議（平成２９年度第３回審査会）

平成２９年 ８月２３日 事案審議（平成２９年度第５回審査会）

平成２９年 ９月２７日 答申決定（平成２９年度第６回審査会）

大分県情報公開・個人情報保護審査会会長及び指定委員

氏 名 職 業 備 考

吉 田 祐 治 弁護士 会長

城 戸 照 子 大分大学経済学部教授

森 竹 嗣 夫 大分県商工会議所連合会専務理事

松 尾 和 行
大分合同新聞社

取締役論説・地域連携・ＮＩＥ担当

水 谷 トシヱ 大分県地域婦人団体連合会副会長


